
新型コロナウイルスワクチン 接種情報

3回目ワクチン接種 集団接種日程（予定）

12歳～17歳のワクチン接種（3回目）

▶安芸高田市内での接種場所や接種に関して
　健康長寿課　健康推進係　☎・お太助フォン42-5633

18歳～64歳

▶ワクチンの知識に関する専門的な相談・一般的な相談
　広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　☎082-513-2847（24時間・土日祝日対応）

安芸高田市新型コロナワクチン接種予約コールセンター　☎082-836-4649　平日：9時～16時

ワクチン未接種（1回目、2回目）で接種を希望する方も接種できます

予約・変更

対象の方に接種券を送付しています。接種を希望する場合は、市ホームページを確認し、予約してください。

接種日

接種場所

ワクチン ファイザー

クリスタルアージョ

4月2日（土）～5月4日（水・祝）、5月30日（月）、5月31日（火）

制度に
関する

お知ら
せ 行政情報

障害のある方が使用する軽自動車、原動機付自転
車等は軽自動車税（種別割）が減免される場合があり
ます（昨年度減免を受けた方には納税通知書発送時
に申請書を同封します）。
《対象者》

4月1日時点で、身体障害者手帳等を所持している方
※認定の等級や障害の部位によっては、減免の対象に

ならない場合があります。
《対象車両》

障害者本人が所有し、以下のいずれかに該当する
車両
▪障害者本人が運転する軽自動車等
▪障害者と生計を一にする方が、その障害者のために

運転する軽自動車等
　（障害者の年齢が18歳未満、または障害の状態が重

い方の場合は、生計を一にする方の所有でも可）
▪障害者のみの世帯で、障害者を常時介護する方が

その障害者のために運転する軽自動車等
※減免できる車両は、障害者1人につき１台です。
※普通自動車で減免を受ける場合は、軽自動車税（種

別割）の減免を受けることはできません。

※減免を受けた場合で、お太助タクシーチケットの交
付を受ける方は、交付枚数が半分になります。

《申請時必要書類等》
▪軽自動車税（種別割）納税通知書
▪減免申請書
　（用紙は税務課、または各支所窓口係にあります）
▪手帳（身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳ま

たは精神障害者保健福祉手帳など）
▪車検証
　（車検証がない車種の場合は標識交付証明書）
▪運転する方の運転免許証　
▪納税義務者のマイナンバーがわかるもの（マイナン

バーカード、個人番号通知カードなど）
※納税義務者以外の方が申請する場合は別途書類

（本人確認書類等）が必要です。
《受付期間》　5月10日（火）～24日（火）
※昨年度減免を受けた方も、改めて今年度の申請が必

要です。
《申請窓口》　税務課市民税係、または各支所窓口係

□問税務課　市民税係
☎・お太助フォン42-5614　 42-2130

軽自動車税（種別割）の減免申請を受け付けます

《対象者》　※事前登録不要
▪市内に活動拠点を置く市民活動団体、およびその団

体で活動をしている方
※スポーツ大会や祭りなどの競技者、見物人は対象外

です。
《対象活動》
▪広く公共の利益を目的とした自主的、自発的な活動
▪計画的、継続的な活動
▪無報酬で行っている活動（実費弁償は無報酬とみな

します）
※政治・宗教・営利目的、自助的活動や懇親目的、危険

度の高い活動などは対象外です。
※万一事故が起こってしまった場合は、事故発生日を

含め30日以内に政策企画課地方創生推進係か、各
支所窓口係に相談してください。

令和4年度から、堆肥の購入、散布に係る費用の一
部を助成する「資源循環型農業推進事業（堆肥助成）」
の補助金額が変わりました。

■購入時の割引価格

　　　　　　　　　　　　　　

　本市では現在以下の方々が委嘱されています。
■吉田町……藤田 美佐子、松原 美和子、河野 敦子
■八千代町…五郎丸 玲子、石本 悟
■美土里町…堀川 由紀子、毛利 宣生
■高宮町……宮本 早苗、岡﨑 豊、中土居 博臣
■甲田町……上野 豊博、大下 典子
■向原町……土肥元 康成、小路 順子

※敬称略

将来、空き家になることが予想される家屋に住んで
いる方が、空き家になった際の家屋の管理を事前に家
族や親族の方と話し合う機会として、事前登録制度を
開始しました。

事前登録をした方には、事前登録カード（マグネット
シート）を交付します。
※事前登録した家屋を空き家情報バンクに登録する

義務は生じません。
※相続人の権利を制限するものではありません。
※登録情報は、申込者、または申込書に記載した情報

共有者以外には公開しません。

まちづくりサポーター保険制度
市内を拠点に活動する市民団体や市民等が安心して活
動するために、市が保険料を負担し、市民活動中に事故
があった際、この保険によって補償できる制度

空き家情報バンク事前登録制度
空き家になることが予想される住宅を事前に登録しておくこ
とで、空き家になった際に「空き家情報バンクに登録しても
よい」という意思表示をしておく制度

まちづくりサポーター
保険制度

堆肥購入助成金額の変更 人権擁護委員を紹介します

空き家情報バンク
事前登録制度を開始しました

□問政策企画課　地方創生推進係
☎・お太助フォン42-5612　 42-4376

□問地域営農課　営農支援係
☎・お太助フォン47-4021　 42-1003

□問管理課　住宅係
☎・お太助フォン47-1201　 47-1206

□問社会環境課　人権多文化共生推進係
☎・お太助フォン42-5630　 47-1206

人権擁護委員
法務大臣から委嘱され、人権相談や人権の考えを広め
るなどの人権擁護活動をしている民間の方々

変更前 変更後
（4月1日販売分から）

10ｔ以上 2,000円 1,000円

10ｔ未満 1,000円 500円
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